
助成金交付規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会（以下「この法人」という。）に加盟してい

る障がい者スポーツ競技団体（以下「競技団体」という。）が行う強化練習等の事業に要する経費に対し、

予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定める。 

 

（助成対象事業の種類、助成対象経費、助成率及び限度額) 

第２条 助成対象事業の種類、助成対象経費、助成率及び限度額は、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める事業については助成することができる。なお、こ

の場合の助成率は定額とする。 

 

（助成金交付の申請） 

第３条 助成金の交付の申請をしようとする競技団体は、競技団体支援事業助成金交付申請書（様式第1－

１号）に次の各号に掲げる書類を添付して、理事長に提出しなければならない。 

（１） 競技団体支援事業所要額内訳表（様式第１－１号別表１） 

（２） 競技普及・大会開催・強化練習・用具整備・選手派遣事業（変更）計画書（様式第１－２号） 

（３） 競技普及・大会開催・強化練習・用具整備・選手派遣事業（変更）収支予算書（様式第１－３号） 

２ 前項の書類の提出期限は、別に定める。 

 

（助成金交付の決定） 

第４条 理事長は、競技団体から助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、

適正と認めたものについて助成金の額を決定し、その旨を競技団体に文書で通知するものとする。 

 

（助成金交付の条件） 

第５条 次の各号に掲げる事項は、助成金交付の条件とする。 

(１) 事業に要する経費の配分の変更（それぞれの事業の配分額の20パーセント以内の変更を除く。）をし

ようとするときは、速やかに競技団体支援事業助成金変更交付申請書（様式第１－４号）を理事長に提出

してその指示を受けること。 

(２) 事業の一部若しくは全部を中止しようとするときは、速やかに競技団体支援事業助成金に係る助成活

動中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を理事長に提出してその承認を受けること。 

 

（申請の取下げ） 

第６条 助成金の交付を申請した競技団体等は、第４条の規定による通知を受領した場合において、当該通

知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該助成金の交付決定

の通知を受けた日から１５日以内に、競技団体支援事業助成金交付申請取下書（様式第６号）を理事長に

提出するものとする。 

２ 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものと

みなす。 

 

 



 

（助成事業の遂行等） 

第７条 競技団体は、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他理事長の助成事業遂行のた

めにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業を行わなければならず、いやしくも助成金の

他の用途への使用をしてはならない。 

２ 理事長は、競技団体に対し、必要に応じ助成事業の遂行の状況を報告させることがある。 

３ 理事長は、競技団体の長が提出する報告等により、その団体の助成事業が助成金の交付の決定の内容

及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、期日を指定し、これらに従って当該

助成事業を遂行すべきことを指示することがある。 

 

（概算払い） 

第８条 第４条の規定により交付の決定の通知を受けた競技団体は、交付決定額の７割の額を限度とし

て、概算払いを受けることができる。 

 

（実績報告書等） 

第９条 競技団体は、助成事業が完了したときは、その事業の完了後３０日を経過した日又は当該年度の

３月３１日のいずれか早い日までに競技団体支援事業助成金実績報告書（様式第２－１号）に、次の書

類を添付して理事長に提出しなければならない。 

（１） 競技団体支援事業収支精算額内訳表（様式第２－１号別表２） 

（２） 競技普及・大会開催・強化練習・用具整備・選手派遣事業報告書（様式第２－２号） 

（３） 競技普及・大会開催・強化練習・用具整備・選手派遣事業収支決算（見込）書（様式第２－３号） 

※支出した経費の領収書の写しを含む。 

（４） 謝金・交通費支給内訳書・受領証明書（様式第２－３号別表３） 

（５） 大会プログラム等の参考資料 

 

（助成金の額の確定） 

第10条 理事長は、助成事業の完了の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う

現地調査により、助成事業の成果が、助成金の交付の条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金

の額を確定し、その旨を競技団体に文書で通知する。 

 

（助成金交付の請求） 

第 11 条 競技団体は、第８条の規定により概算払いを請求しようとするときは競技団体支援事業助成金概

算払い請求書(様式第３号)を、助成金を請求しようとするときは、競技団体支援事業助成金交付請求書（様

式第４号）を理事長に提出するものとする。 

 

（決定の取消） 

第 12 条 理事長は、競技団体が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取

り消すことがある。 

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(2) 第７条の規定に違反して助成金を他の用途に使用したとき。 

 (3)  助成事業に関し、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は理事長の指 



 

示に従わなかったとき。 

 

（助成金の返還） 

第 13 条 競技団体は、前条の規定により助成金の交付の決定が取消された場合において、助成事業の当該

取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、理事長が定める期限までにその返還をしな

ければならない。 

２ 競技団体は、第 10 条の規定による助成金の額の確定があった場合において、既にその額を超える助成

金が交付されているときは、理事長が定める期限までにその返還をしなければならない。 

 

（立入調査） 

第 14 条 理事長は、助成金について必要があると認めるときは、競技団体に対して報告を求め、又はこの

法人の職員に帳簿書類その他を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

（書類の提出部数） 

第15条 この規程により理事長に提出する書類は、１部とする。 

 

（補則） 

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

 

 

 

附 則 

この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日から施行する。 

 附則（令和３年６月25日改正） 

   この規程は、令和３年６月25日から施行する。 

この規程は、令和５年６月25日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 

項
目 

事業の種類 助成対象経費 助成率 限度額 

裾
野
の
拡
大 

競技普及事業 
（必須） 

・選手発掘、指導者養成のための講習会等 
 
競技の普及のために開催するスポーツ教室、講習会等に必要な

次の経費 

１ 講師、補助員、救護員及び手話通訳者の謝金及び交通費 
２ 会場使用料及び競技用具等の賃借料 
３ テキスト等の印刷代 
４ 切手代、宅急便代等の通信運搬費 
５ 消耗品費(単価１万円未満のものに限ります。) 
６ スポーツ保険料 

注 講師等には、謝金又は弁当代のいずれか一方の 
みを対象とする。 

３分の２
以内 

300,000円 

大会開催事業 

・競技団体の主催する大会開催経費等 
 
県大会以上の規模の競技会の開催に必要な次の経費 

１ 審判員、補助員、救護員、手話通訳者の謝金と交通費 
２ 会場使用料及び競技用具等の賃借料 
３ プログラム等の印刷代 
４ 切手代、宅急便代等の通信運搬費 
５ 消耗品費(単価１万円未満のものに限る。) 
６ スポーツ保険料 

注 審判員等には、謝金又は弁当代のいずれか一方の 
みを対象とする。 

３分の２
以内 

300,000円 

競
技
力
向
上 

強化練習事業 

・練習会（合宿、練習試合等） 
 
競技団体に所属する選手の競技力の向上を図るための定期 

強化練習、他チームとの練習試合等に必要な次の経費 

１ 講師、審判、補助員の謝金及び交通費 
２ 選手の交通費 
３ 会場使用料及び競技用具等の賃借料 
４ スポーツ保険料 

注 １ 講師等には、謝金又は弁当代のいずれか一方の 
みを対象とする。 

２ 選手への弁当、飲料水、サプリメント等は原則 
として対象外。 

３ テキスト代等の印刷代・消耗品費は対象外。 

３分の２
以内 

300,000円 

用具整備事業 

・環境整備（競技用具の購入等） 

競技団体に所属する選手の競技力の向上を図るために必要な
共用の競技用具等の購入費（単価１万円以上の場合に限る。） 

３分の２
以内 

300,000円 

選手派遣事業 

・選手派遣（大会派遣旅費等） 

競技団体に所属する選手の競技力の向上を図るために、全国大
会、ブロック大会等へ派遣するに必要な次の経費 
１ 選手及び介助者（選手1人につき1人に限る。）の交通費 
２ 大会参加費 
 
 注 全国障害者スポーツ大会ブロック予選は除く。 

３分の２
以内 

300,000円 


